
議案第50号 

 

   伊賀市立上野総合市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 伊賀市立上野総合市民病院事業の設置等に関する条例の一部を次のとおり改正しようと

する。 

  平成24年２月28日提出 

 

                          伊賀市長 内 保 博 仁 

 

記 

 

   伊賀市立上野総合市民病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 伊賀市立上野総合市民病院事業の設置等に関する条例(平成 16 年伊賀市条例第 279 号)

の一部を次のように改正する。 

 第５条中「、診療部長」を削る。 

 別表第１中「外科」の次に「乳腺外科 肛門外科」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成24年４月１日から施行する。 


